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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カスタムフィットヘルメットを作製する方法であって、
　第１位置において、長さ、幅、及び少なくとも１つの頭部輪郭を含む、顧客頭部の頭部
データを得る工程と、
　少なくとも１つのプロセッサにより、前記頭部データからの顧客の頭部長さ、幅、及び
頭部輪郭と適合するコンピュータ処理した三次元（３Ｄ）頭部模型を生成する工程と、
　前記第１位置とは異なる第２位置において、前記３Ｄ頭部模型に基づいてカスタムフィ
ットヘルメットを形成する工程であって、前記カスタムフィットヘルメットは、前記顧客
頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と適合するトポグラフィーを含む内側表面を
含む、工程とを含む、方法。
【請求項２】
　前記顧客の頭部上に配置された変形可能な境界部材の画像を得ることにより、顧客頭部
の頭部データを得る工程であって、前記変形可能な境界部材の厚さは、前記カスタムフィ
ットヘルメット内に配置される詰め物層の厚さと近似している、工程を更に含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　光学センサー、カメラ、又はレーザーを使用することにより前記画像を得る工程を更に
含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　測定点を含む前記変形可能な境界部材の画像を得る工程を更に含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項５】
　既知の大きさのマーカーを含む画像を得る工程を更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記頭部データを得る工程は、前記顧客頭部に隣接するように位置付けられた非接触セ
ンサーを使用して前記頭部データを収集する工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
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　少なくとも前記顧客の最新の頭部長さ及び最新の頭部幅を測定することによって、少な
くとも６ヶ月後に顧客の頭部データを更新する工程を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記顧客頭部の写真画像を捕捉することによって前記第１位置において前記頭部データ
を得る工程であって、前記第１位置は顧客の家である、工程と、
　前記顧客頭部の前記捕捉された写真画像を、前記顧客の家から、前記顧客の家と離れた
場所に位置する少なくとも１つのプロセッサに送信する工程とを更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　前記顧客頭部の写真画像を捕捉することによって前記第１位置において前記頭部データ
を得る工程であって、前記第１位置は店である、工程と、
　前記顧客頭部の前記捕捉された写真画像を、前記店から前記店と離れた場所に位置する
少なくとも１つのプロセッサに送信する工程とを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記顧客頭部の長さ、幅、及び少なくとも１つの輪郭と比例する表面トポグラフィーを
含む、前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する工程を更に含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記頭部データからグラフィックによりコンピュータ処理した３Ｄ頭部模型を生成する
工程と、
　グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準としてヘルメット安全基準を提供する工程
と、
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状を決定するために、
前記グラフィックによる３Ｄ頭部模型を前記グラフィックによる３Ｄヘルメット安全基準
内に位置付けることによって、前記３Ｄ頭部模型を前記ヘルメット安全基準と比較する工
程とを更に含み、
　前記第２位置において形成された前記カスタムフィットヘルメットは、前記ヘルメット
安全基準を満たす、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　既定の表面を含む、前記ヘルメット安全基準を提供する工程を更に含む、請求項１１に
記載の方法。
【請求項１３】
　試験ラインを含む、前記ヘルメット安全基準を提供する工程を更に含む、請求項１２に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面の大きさ及び形状とは異なる大きさ及
び形状を含む表面を含むヘルメット基部ユニットを選択する工程と、
　コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）マシンを使用して、前記ヘルメット基部ユニットから
延伸ポリスチレン（ＥＰＳ）を除去することによって前記カスタムフィットヘルメットの
前記内側表面を形成する工程とを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　加法プロセスによって前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する工程
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　複数の連続的な部品、又は複数の別個の部品を含むライナーをヘルメット基部ユニット
内に挿入することによって、前記カスタムフィットヘルメットの前記内側表面を形成する
工程を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　実質的に平坦な部品の配列として前記ライナーを形成する工程と、
　前記コンピュータ処理した頭部模型を反映するように、前記実質的に平坦な部品の配列
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の表面を調節する工程とを更に含む、請求項１６に記載の方法。
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